作　業　用　紙（１）
	グループ№
	
	洗浄剤名
	

	司　会
	
	記録係
	

	発表係
	
	質問係
	

	回答係
	
	くじ引き係
	

	（作業１）洗浄剤のラベルやSDSから危険性・有害性を特定する

	ラベルを見て危険性・有害性に気づく
	危険性・有害性の絵表示
	有　・　無

	ラベルから危険有害性情報を書き出す
（危険有害性情報以外で労働災害につながりそうな情報がラベルにあれば、それも書き出してください）
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	SDSに記載されている
GHS分類を書き出す
	危険有害性の種類
	区分

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


R08.01.29 大阪
R08.02.20 東京


作　業　用　紙（２）
	（作業２）リスクの見積り：
発生するおそれがある労働災害・リスクレベルを記載する
	（作業３）リスク低減措置の検討：
作業２のリスクについて対策案と対策案を実施したときの
想定されるリスクレベルを記載する

	[bookmark: _Hlk219903283]
	リスクレベル
	
	リスクレベル

	
	リスクレベル
	
	リスクレベル

	
	リスクレベル
	
	リスクレベル

	
	リスクレベル
	
	リスクレベル

	
	リスクレベル
	
	リスクレベル

	
	リスクレベル
	
	リスクレベル


[image: ]作業２では、先ず、洗浄剤使用時に発生するおそれがある労働災害を考えていただきます。次に、その労働災害が発生した場合の災害の大きさが「大きい」のか、「小さい」のか、「中程度」なのか、また、その災害の発生頻度は「よくある」のか、「ほとんどない」のか、「たまにある」のかを考えていただき、発生するおそれがある労働災害と該当するリスクレベルを右のマトリックスから選んで上の作業用紙に記載してください。
リスクレベルが大きいほど、実施すべきリスク低減措置の優先順位が高いことになります。


作　業　用　紙（３）
	（作業４）リスクアセスメント結果等の記録及び保存並びに周知：
　　　　作業者へのリスクアセスメント結果及びリスク低減措置をどのように周知するかを記載する

	

	

	



【参考】
· リスクアセスメント結果等周知の方法（安衛則第577条の2 第12項）
[bookmark: _Hlk189641780]① リスクアセスメント対象物を製造し、または取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示または備え付ける。
② 書面を対象労働者に交付する。
③ 磁気ディスク等の記録媒体に記録し、リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う各作業場に対象労働者が常時確認できる機器を設置する
· 労働者のばく露を濃度基準値以下とすることを含むリスクアセスメント対象物にばく露される
程度を最小限度にする方法（安衛則第577条の2 第1項及び第2項）
① 代替物の使用
② 発散源を密閉する設備
③ 局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働
④ 作業の方法の改善
⑤ 有効な呼吸用保護具を使用させる　　等
※①～④を優先的に検討する。
· 皮膚等障害化学物質等の製造・取扱い業務では、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護
眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。（安衛則第594条の2第1項）
※不浸透性とは、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指しており、JIS T 
8116で定義する「透過」及び「浸透」しないことのいずれの要素も含む。
image1.emf
大きい

（死亡・後遺症）
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（休業災害）
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よくある リスクレベル４リスクレベル３ リスクレベル3

たまにある リスクレベル３リスクレベル３リスクレベル２

ほとんどない リスクレベル3 リスクレベル２リスクレベル１
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災害の頻度


